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新ごみ処理施設に関する説明会を開催しました
　10月5日、産業文化会館ホールで「新ごみ処理施設に関する説明会」を開催し、ごみ処理広域化に至った経緯、
施設の整備スケジュール、概算事業費、新たな分別区分および今後の課題について説明しました。当日は550
人にご来場いただきました。
　概算事業費や新たな分別区分などについては、今後明らかになり次第、市民の皆さんに公表してまいります。
▶問い合わせ　環境課環境業務担当☎556―9530 石川 隆美 氏
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　自然災害や武力攻撃などの発生時
に備えて、防災行政無線を利用した
全国瞬時警報システム(Jアラート)の
全国一斉情報伝達訓練を次のとおり
実施しますのでご留意ください。
▶ 試験日時　12月4日㈬午前11時ご
ろ

▶ 放送内容　上りチャイム音→「これ
はJアラートのテストです(3回繰
り返し)。こちらは防災行田です」→
下りチャイム音
　※�Jアラートとは、国が把握した時

間的に余裕がない緊急情報を市
町村の防災行政無線などを利用
して瞬時に伝達するシステムで
す。

▶問い合わせ　防災安全課防災担当
　(内線282)

　9月に発生し、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした台風15号と、
10月に発生した台風19号により被災された方々を支援するため、義
援金を受け付けています。寄せられた義援金は日本赤十字社埼玉県支
部を通じて被災地へお送りします。皆さんのご協力をお願いします。
令和元年台風第19号災害義援金
▶設置場所・受付日時　

▶ 義援金箱設置期間　令和2年3月31日㈫まで※年末年始の休業期間
を除く

令和元年台風第15号千葉県災害義援金
▶設置場所・受付日時　

▶義援金箱設置期間　12月27日㈮まで
▶ 問い合わせ　日本赤十字社埼玉県支部行田市地区(行田市社会福祉
協議会内)☎557―5400

　プレミアム付商品券購入対象者と
なることが想定される、2019年度
住民税が課税されていない方（住民税
課税者と生計同一の配偶者・扶養親
族、生活保護受給中の方などを除く）
には、8月に市から「商品券購入引換
券交付申請書」を郵送しましたが、申
請の締め切りは11月29日㈮（当日消
印有効）です。期日を過ぎますとお受
けできませんので、購入を希望され
る方は忘れずに申請してください。
　また、プレミアム付商品券の取扱
店の募集も、11月29日㈮までとなっ
ていますのでご注意ください。
▶ 問い合わせ　商工観光課商工振興
担当（内線383）

防災行政無線の
情報伝達訓練を実施します

令和元年台風第15号千葉県災害と
令和元年台風第19号災害の義援金を受け付けています

プレミアム付商品券
購入引換券の

申請をお忘れなく

設置場所 受付日時
市役所案内カウンター
および福祉課

月～金曜日(祝日を除く)
午前8時30分～午後5時15分

総合福祉会館
「やすらぎの里」

毎日(祝日を除く)
午前8時30分～午後5時15分

設置場所 受付日時
市役所案内カウンターおよび福祉課 月～金曜日(祝日を除く)

午前8時30分～午後5時15分南河原支所

総合福祉会館「やすらぎの里」 毎日(祝日を除く)
午前8時30分～午後5時15分

中央公民館 火～日曜日
午前8時30分～午後5時15分

各地域公民館 火～日曜日(祝日を除く)
午前8時30分～午後5時15分

千葉県富津市へ災害支援のため職員を派遣しました
　市では台風15号により被害を受けた千葉県富津市に対
し、9月20日～ 25日の6日間、災害支援のため罹

りさ い
災証明

発行に必要な住家被害認定事務に従事する職員1人を派遣
しました。
　住家の被害認定とは、地震や風水害などの災害により、
被災した住家の「被災の程度（全壊、半壊など）」を認定する
ことをいいます。
　この結果に基づき、被災者の方々に「罹

りさ い
災証明書」が交付

されます。
　富津市では、暴風による屋根瓦の飛散、倒木や農産物の
被害、停電など市内全域で甚大な被害が発生しました。

▶問い合わせ　防災安全課防災担当(内線282)

強風により屋根が損壊した家屋

富津市に災害支援のため
派遣された

税務課 主事 廣兼 直樹

　被災地では、暴風により損壊した家屋などの修復作業が依然として続いていま
す。状況は、メディアで報道されている以上に厳しく復旧・復興には多くの時間
と費用、労力が必要であるとの印象を受けました。
　被害認定調査では居住者に当時の様子を伺いながら調査を行いました。発災か
ら約2週間経過し、発災当時から状況が変化する中で、被害程度の判定に迷うこ
ともありましたが、他の職員と協力し、迅速な調査・判定に努めました。
　現在、被災された方の多くは、損壊した家屋に住み続けています。今後は家屋の
修復にかかる費用の補助などが課題になると思われます。被災された方が1日で
も早く元の生活に戻れるように、今後もさらなる支援が必要であると感じました。


